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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生対象となる動画コンテンツが直前に再生された際における再生終了時のフレームに
関するレジューム情報が関連付けられている前記動画コンテンツを選択するためのインデ
ックス画像が表示部に一覧表示されている場合に前記一覧表示されているインデックス画
像の中から一のインデックス画像を選択する選択操作を受け付ける操作受付部と、
　前記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを構成する各フレームのう
ち先頭フレームから前記レジューム情報により特定されるフレームまでの各フレームに対
応する画像を前記先頭フレームから前記特定されるフレームに向かって前記選択されたイ
ンデックス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次拡大させる画像処理部と、
　前記選択されたインデックス画像の配置位置を基準位置として前記拡大された画像を前
記表示部に順次表示させて前記拡大された画像が前記一定の大きさとなった場合には前記
選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを前記表示部に表示させる制御部
と
を具備する電子機器。
【請求項２】
　前記レジューム情報を含むコンテンツ管理情報を記憶するコンテンツ管理情報記憶部を
さらに具備する請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　再生対象となる動画コンテンツを構成する各フレームのうち先頭フレーム以外のフレー
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ムである代表フレームに対応する画像であって前記動画コンテンツを選択するためのイン
デックス画像が表示部に一覧表示されている場合に前記一覧表示されているインデックス
画像の中から一のインデックス画像を選択する選択操作を受け付ける操作受付部と、
　前記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを構成する各フレームのう
ち前記代表フレームから前記先頭フレームまでの各フレームに対応する画像を前記代表フ
レームから前記先頭フレームに向かって前記選択されたインデックス画像の大きさから一
定の大きさとなるまで順次拡大させる画像処理部と、
　前記選択されたインデックス画像の配置位置を基準位置として前記拡大された画像を前
記表示部に順次表示させて前記拡大された画像が前記一定の大きさとなった場合には前記
選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを前記表示部に表示させる制御部
と
を具備する電子機器。
【請求項４】
　前記画像処理部は、前記拡大された画像についてフェードアウト処理を行う請求項１ま
たは３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記画像処理部は、拡大処理の対象となる画像の単位時間当たりの拡大率を減少させな
がら当該画像を順次拡大させる請求項１または３記載の電子機器。
【請求項６】
　前記一定の大きさは、前記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを表
示する再生画面の大きさであり、
　前記制御部は、前記拡大された画像が前記基準位置から前記再生画面の動画コンテンツ
表示領域まで順次広がるように前記拡大された画像を前記表示部に順次表示させる
請求項１または３記載の電子機器。
【請求項７】
　動画コンテンツを表示する再生画面から、前記動画コンテンツを構成する各フレームの
うち先頭フレーム以外のフレームである代表フレームに対応する画像であって前記動画コ
ンテンツを選択するためのインデックス画像を一覧表示するインデックス画像一覧表示画
面への表示部の切り換え操作を受け付ける操作受付部と、
　前記切り換え操作が受け付けられた際に前記再生画面に表示されていた動画コンテンツ
を構成する各フレームのうち前記代表フレームから前記切り換え操作が受け付けられた際
に前記再生画面に表示されていた現フレームまでの各フレームに対応する画像を前記現フ
レームから前記代表フレームに向かって前記再生画面における当該動画コンテンツの大き
さから一定の大きさとなるまで順次縮小させる画像処理部と、
　前記切り換え操作が受け付けられた際に前記再生画面に表示されていた動画コンテンツ
に対応するインデックス画像の配置位置を基準位置として前記縮小された画像を前記表示
部に順次表示させて前記縮小された画像が前記一定の大きさとなった場合には当該インデ
ックス画像を前記表示部における前記配置位置に表示させる制御部と
を具備する電子機器。
【請求項８】
　前記画像処理部は、縮小処理の対象となる画像の単位時間当たりの縮小率を減少させな
がら当該画像を順次縮小させる請求項７記載の電子機器。
【請求項９】
　再生対象となる動画コンテンツが直前に再生された際における再生終了時のフレームに
関するレジューム情報が関連付けられている前記動画コンテンツを選択するためのインデ
ックス画像を一覧表示する表示手順と、
　前記一覧表示されているインデックス画像の中から一のインデックス画像を選択する選
択操作が受け付けられた場合に、前記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテ
ンツを構成する各フレームのうち先頭フレームから前記レジューム情報により特定される
フレームまでの各フレームに対応する画像を前記先頭フレームから前記特定されるフレー
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ムに向かって前記選択されたインデックス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次
拡大させる画像処理手順と、
　前記選択されたインデックス画像の配置位置を基準位置として前記拡大された画像を順
次表示させて前記拡大された画像が前記一定の大きさとなった場合には前記選択されたイ
ンデックス画像に対応する動画コンテンツを表示させる制御手順と
を具備する表示制御方法。
【請求項１０】
　再生対象となる動画コンテンツが直前に再生された際における再生終了時のフレームに
関するレジューム情報が関連付けられている前記動画コンテンツを選択するためのインデ
ックス画像を一覧表示する表示手順と、
　前記一覧表示されているインデックス画像の中から一のインデックス画像を選択する選
択操作が受け付けられた場合に、前記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテ
ンツを構成する各フレームのうち先頭フレームから前記レジューム情報により特定される
フレームまでの各フレームに対応する画像を前記先頭フレームから前記特定されるフレー
ムに向かって前記選択されたインデックス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次
拡大させる画像処理手順と、
　前記選択されたインデックス画像の配置位置を基準位置として前記拡大された画像を順
次表示させて前記拡大された画像が前記一定の大きさとなった場合には前記選択されたイ
ンデックス画像に対応する動画コンテンツを表示させる制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、特に、再生対象となるコンテンツを選択するためのインデ
ックス画像を一覧表示させる電子機器および表示制御方法ならびに当該方法をコンピュー
タに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人物等の被写体を撮像して画像を生成し、この画像を記録するデジタルスチルカ
メラ等の撮像装置が普及している。また、このように記録された各画像をユーザ操作によ
り選択して再生することが可能な再生装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、動画に対応するサムネイル画像をマトリクス状に並べて一覧表示し、この一覧
表示されているサムネイル画像の中から所望のサムネイル画像を選択することにより所望
の動画を再生させる再生装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１３９８４６号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術によれば、一覧表示されているサムネイル画像の中から所望のサムネイ
ル画像を選択することにより所望の動画を再生画面全体に表示させて再生させることがで
きる。このように所望のサムネイル画像が選択されて動画が再生される場合には、表示部
における表示状態がサムネイル画像を一覧表示する一覧画面から動画を再生する再生画面
に切り換えられる。このように表示画面が切り換えられた場合には、一覧画面におけるサ
ムネイル画像の配置位置と、再生画面における動画の再生位置とが異なるため、ユーザが
選択したサムネイル画像と、この選択により再生される動画との対応関係が不明確となる
おそれがある。このため、ユーザが意図した動画を正しく選択できたか否かを確認し難い
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ことが想定される。
【０００６】
　また、再生画面において再生された動画以外の他の動画を再生させるため、表示部にお
ける表示状態を再生画面から一覧画面に切り換える場合を考える。このように表示画面を
切り換える場合についても、例えば、再生画面において再生されていた動画と、一覧画面
に表示されるサムネイル画像との対応関係が不明確となるおそれがある。このため、例え
ば、直前に再生されていた動画に対応するサムネイル画像を確認し難いことが想定される
。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、一覧表示されるインデックス画
像と、再生対象となる動画コンテンツとの対応関係を容易に把握することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、再生対
象となる動画コンテンツが直前に再生された際における再生終了時のフレームに関するレ
ジューム情報が関連付けられている上記動画コンテンツを選択するためのインデックス画
像が表示部に一覧表示されている場合に上記一覧表示されているインデックス画像の中か
ら一のインデックス画像を選択する選択操作を受け付ける操作受付部と、上記選択された
インデックス画像に対応する動画コンテンツを構成する各フレームのうち先頭フレームか
ら上記レジューム情報により特定されるフレームまでの各フレームに対応する画像を上記
先頭フレームから上記特定されるフレームに向かって上記選択されたインデックス画像の
大きさから一定の大きさとなるまで順次拡大させる画像処理部と、上記選択されたインデ
ックス画像の配置位置を基準位置として上記拡大された画像を上記表示部に順次表示させ
て上記拡大された画像が上記一定の大きさとなった場合には上記選択されたインデックス
画像に対応する動画コンテンツを上記表示部に表示させる制御部とを具備する電子機器お
よびその表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。
これにより、一覧表示されているインデックス画像の中から一のインデックス画像を選択
する選択操作を受け付けると、その選択されたインデックス画像に対応する動画コンテン
ツを構成する各フレームのうち、先頭フレームからレジューム情報により特定されるフレ
ームまでの各フレームに対応する画像を、先頭フレームからその特定されるフレームに向
かって、その選択されたインデックス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次拡大
させ、その選択されたインデックス画像の配置位置を基準位置としてその拡大された画像
を順次表示させ、拡大された画像が一定の大きさとなった場合には、その選択されたイン
デックス画像に対応する動画コンテンツを表示させるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記レジューム情報を含むコンテンツ管理情報を記憶
するコンテンツ管理情報記憶部をさらに具備するようにしてもよい。これにより、コンテ
ンツ管理情報に含まれるレジューム情報を用いるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、本発明の第２の側面は、再生対象となる動画コンテンツを構成する各フレームの
うち先頭フレーム以外のフレームである代表フレームに対応する画像であって上記動画コ
ンテンツを選択するためのインデックス画像が表示部に一覧表示されている場合に上記一
覧表示されているインデックス画像の中から一のインデックス画像を選択する選択操作を
受け付ける操作受付部と、上記選択されたインデックス画像に対応する動画コンテンツを
構成する各フレームのうち上記代表フレームから上記先頭フレームまでの各フレームに対
応する画像を上記代表フレームから上記先頭フレームに向かって上記選択されたインデッ
クス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次拡大させる画像処理部と、上記選択さ
れたインデックス画像の配置位置を基準位置として上記拡大された画像を上記表示部に順
次表示させて上記拡大された画像が上記一定の大きさとなった場合には上記選択されたイ
ンデックス画像に対応する動画コンテンツを上記表示部に表示させる制御部とを具備する
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電子機器およびその表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラ
ムである。これにより、一覧表示されているインデックス画像の中から一のインデックス
画像を選択する選択操作を受け付けると、その選択されたインデックス画像に対応する動
画コンテンツを構成する各フレームのうち、代表フレームから先頭フレームまでの各フレ
ームに対応する画像を、代表フレームから先頭フレームに向かって、その選択されたイン
デックス画像の大きさから一定の大きさとなるまで順次拡大させ、その選択されたインデ
ックス画像の配置位置を基準位置としてその拡大された画像を順次表示させ、拡大された
画像が一定の大きさとなった場合には、その選択されたインデックス画像に対応するコン
テンツを表示させるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１または第２の側面において、上記画像処理部は、上記拡大された画像に
ついてフェードアウト処理を行うようにしてもよい。これにより、拡大された画像にフェ
ードアウト処理を行うという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記画像処理部は、拡大処理の対象となる画像の単位
時間当たりの拡大率を減少させながら当該画像を順次拡大させるようにしてもよい。これ
により、拡大処理の対象となる画像の単位時間当たりの拡大率を減少させながら画像を順
次拡大させるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記一定の大きさは、上記選択されたインデックス画
像に対応する動画コンテンツを表示する再生画面の大きさであり、上記制御部は、上記拡
大された画像が上記基準位置から上記再生画面の動画コンテンツ表示領域まで順次広がる
ように上記拡大された画像を上記表示部に順次表示させるようにしてもよい。これにより
、拡大された画像が基準位置から再生画面の動画コンテンツ表示領域まで順次広がるよう
に、拡大された画像を順次表示させるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、本発明の第３の側面は、動画コンテンツを表示する再生画面から、上記動画コン
テンツを構成する各フレームのうち先頭フレーム以外のフレームである代表フレームに対
応する画像であって上記動画コンテンツを選択するためのインデックス画像を一覧表示す
るインデックス画像一覧表示画面への表示部の切り換え操作を受け付ける操作受付部と、
上記切り換え操作が受け付けられた際に上記再生画面に表示されていた動画コンテンツを
構成する各フレームのうち上記代表フレームから上記切り換え操作が受け付けられた際に
上記再生画面に表示されていた現フレームまでの各フレームに対応する画像を上記現フレ
ームから上記代表フレームに向かって上記再生画面における当該動画コンテンツの大きさ
から一定の大きさとなるまで順次縮小させる画像処理部と、上記切り換え操作が受け付け
られた際に上記再生画面に表示されていた動画コンテンツに対応するインデックス画像の
配置位置を基準位置として上記縮小された画像を上記表示部に順次表示させて上記縮小さ
れた画像が上記一定の大きさとなった場合には当該インデックス画像を上記表示部におけ
る上記配置位置に表示させる制御部とを具備する電子機器およびその表示制御方法ならび
に当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、再生画面からイ
ンデックス画像一覧表示画面への表示部の切り換え操作を受け付けると、その切り換え操
作が受け付けられた際に再生画面に表示されていた動画コンテンツを構成する各フレーム
のうち、代表フレームから現フレームまでの各フレームに対応する画像を現フレームから
代表フレームに向かって、再生画面における動画コンテンツの大きさから一定の大きさと
なるまで順次縮小させ、その切り換え操作が受け付けられた際に再生画面に表示されてい
た動画コンテンツに対応するインデックス画像の配置位置を基準位置としてその縮小され
た画像を順次表示させ、その縮小された画像が一定の大きさとなった場合には、そのイン
デックス画像をその配置位置に表示させるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第３の側面において、上記画像処理部は、縮小処理の対象となる画像の単位
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時間当たりの縮小率を減少させながら当該画像を順次縮小させるようにしてもよい。これ
により、縮小処理の対象となる画像の単位時間当たりの縮小率を減少させながら画像を順
次縮小させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、一覧表示されるインデックス画像と、再生対象となる動画コンテンツ
との対応関係を容易に把握することができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の内部構成例を示すブロック
図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるコンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶され
ている画像と、表示部１８１に表示されるコンテンツ選択画面との関係を模式的に示す図
である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示されるコンテンツ選択画
面およびコンテンツ再生画面の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０による拡大または縮小の対
象となる画像と、表示部１８１における表示画面との関係を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０による拡大または縮小の対
象となる画像と、表示部１８１における表示画面との関係を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０により画像が拡大または縮
小される際に用いられるパラメータａと時間軸との関係を示すグラフを示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移を
示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移を
示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１におけるコンテンツ再生画面
の遷移を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０により拡大または縮小さ
れる画像をフェードアウトするフェードアウト方法を概略的に示す図である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０により拡大または縮小さ
れる画像をフェードアウトするフェードアウト方法を概略的に示す図である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
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【図２１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理を示すフローチャートである。
【図２３】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順のうちのコンテンツ再生終了アニメーション処理を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されている
動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像と
の関係を模式的に示す図である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されている
動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像と
の一例を模式的に示す図である。
【図２６】本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図２７】本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されている
動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像と
の一例を模式的に示す図である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷移
を示す図である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理を示すフローチャートである。
【図３１】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順のうちのコンテンツ再生終了アニメーション処理を示すフローチャートである。
【図３２】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処理
手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（表示制御：コンテンツ選択画面とコンテンツ再生画面との切り
換え時に、コンテンツに関する画像を拡大または縮小させながらアニメーション表示する
例）
　２．第２の実施の形態（表示制御：動画コンテンツを構成する複数のフレームを拡大ま
たは縮小させながらアニメーション表示する例）
【００２２】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の内部構成例を示すブロッ
ク図である。撮像装置１００は、光学ブロック１１１と、撮像素子１１２と、カメラ信号
処理回路１１３と、キー入力回路１１４と、電源回路１１５と、電源コントロール回路１
１６と、バッテリ１１７と、ＡＣケーブル１１８とを備える。また、撮像装置１００は、
マイクロプロセッサ１２０と、記録／再生信号処理回路１３０と、記録メディア１４０と
、画像処理回路１５０と、ＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）画像生成回路１６０と
、重畳回路１７０と、入出力パネル１８０とを備える。撮像装置１００は、例えば、被写
体を撮像して画像データを生成し、この画像データについて各種画像処理を施すことが可
能なデジタルビデオカメラによって実現することができる。
【００２３】
　光学ブロック１１１は、外界の光を集光し、集光された光を撮像素子１１２に出力する
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ものである。なお、光学ブロック１１１は、マイクロプロセッサ１２０から出力されたコ
ントロール信号に基づいて、フォーカス制御や絞り値の調整等が行われる。
【００２４】
　撮像素子１１２は、光学ブロック１１１を経由して入力された光信号を電気信号に変換
する撮像素子であり、変換された電気信号をカメラ信号処理回路１１３に出力する。この
撮像素子として、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）またはＣＭＯＳ（Complemen
tary Metal-Oxide Semiconductor）等を用いることができる。
【００２５】
　カメラ信号処理回路１１３は、マイクロプロセッサ１２０から出力されたコントロール
信号に基づいて、撮像素子１１２から出力された電気信号に対して適正な信号処理を施す
ものである。そして、カメラ信号処理回路１１３は、その信号処理が施された電気信号を
映像信号として記録／再生信号処理回路１３０および重畳回路１７０に出力する。
【００２６】
　キー入力回路１１４は、一または複数の外部操作部材を備え、外部操作部材の操作に応
じた電気信号をマイクロプロセッサ１２０に出力する回路である。この外部操作部材は、
例えば、撮像装置１００に備えられるハードウェアキーである。
【００２７】
　電源回路１１５は、マイクロプロセッサ１２０および他回路に電源供給を行う電源回路
である。この電源供給元は、バッテリ１１７またはＡＣケーブル１１８である。
【００２８】
　電源コントロール回路１１６は、マイクロプロセッサ１２０から出力されたコントロー
ル信号に基づいて、他回路への電源供給の有無を操作するものである。
【００２９】
　バッテリ１１７は、電源回路１１５に電気を供給するバッテリである。また、ＡＣケー
ブル１１８から供給される電気を元に電源回路１１５によりバッテリ１１７に充電が行わ
れる。ＡＣケーブル１１８は、電源回路１１５に電気を供給するＡＣケーブルである。
【００３０】
　マイクロプロセッサ１２０は、メモリ（図示せず）に記憶されている制御プログラムに
基づいて、撮像装置１００の各部を制御するマイクロプロセッサである。また、マイクロ
プロセッサ１２０は、入出力パネル１８０やキー入力回路１１４から出力される電気信号
に基づいて、入出力パネル１８０やキー入力回路１１４における押下状態を判断する。そ
して、マイクロプロセッサ１２０は、その判断結果に基づいて、記録／再生信号処理回路
１３０、画像処理回路１５０、ＯＳＤ画像生成回路１６０等にコマンドを出力する。
【００３１】
　記録／再生信号処理回路１３０は、マイクロプロセッサ１２０から出力されたコントロ
ール信号に基づいて、記録メディア１４０に対する記録または読出しを行うものである。
具体的には、動画記録中には、記録／再生信号処理回路１３０は、カメラ信号処理回路１
１３から出力された映像信号をエンコードして動画ファイル（動画コンテンツ）として記
録メディア１４０に記録させる。また、静止画の記録が指示（いわゆる、シャッター操作
）された場合には、記録／再生信号処理回路１３０は、カメラ信号処理回路１１３から出
力された映像信号をエンコードして静止画ファイル（静止画コンテンツ）として記録メデ
ィア１４０に記録させる。また、これらの動画コンテンツまたは静止画コンテンツを管理
するコンテンツ管理情報が各コンテンツに関連付けて記録メディア１４０に記録される。
また、コンテンツ再生モードが設定されている場合には、記録／再生信号処理回路１３０
は、記録メディア１４０に記憶されている動画ファイルまたは静止画ファイルを読み出し
てデコードし、画像処理回路１５０に出力する。また、コンテンツ選択画面を表示する指
示操作が行われた場合には、記録／再生信号処理回路１３０は、記録メディア１４０に記
憶されているコンテンツ管理情報を読み出し、画像処理回路１５０に出力する。
【００３２】
　画像処理回路１５０は、マイクロプロセッサ１２０から出力されたコントロール信号に
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基づいて、記録／再生信号処理回路１３０から出力されたコンテンツに対応する画像の拡
大縮小処理等の各種画像処理を行うものである。そして、画像処理回路１５０は、これら
の画像処理が施された映像信号を重畳回路１７０に出力する。
【００３３】
　ＯＳＤ画像生成回路１６０は、入出力パネル１８０に表示される各種画像を保持するＶ
ＲＡＭ（Video Random Access Memory）を備え、入出力パネル１８０に表示される各種画
像を生成するものである。そして、ＯＳＤ画像生成回路１６０は、生成された画像に対応
する表示信号を重畳回路１７０に出力する。例えば、ＯＳＤ画像生成回路１６０は、コン
テンツ選択画面における各操作部材（例えば、図４（ａ）に示す操作ボタン３０１乃至３
０４、スクロールバー３０５）を生成する。また、例えば、ＯＳＤ画像生成回路１６０は
、コンテンツ再生画面における各操作ボタン（例えば、図４（ｂ）に示す操作ボタン３３
１乃至３３３）を生成する。
【００３４】
　重畳回路１７０は、カメラ信号処理回路１１３、ＯＳＤ画像生成回路１６０または画像
処理回路１５０から出力された各信号を重畳して画像信号とする重畳回路であり、重畳さ
れた画像信号を入出力パネル１８０に出力する。例えば、モニタリングモードが設定され
ている場合には、重畳回路１７０は、カメラ信号処理回路１１３から出力された映像信号
と、ＯＳＤ画像生成回路１６０から出力された表示信号とを重畳して撮像画像を表示する
ための画像信号を生成する。また、例えば、コンテンツ再生モードが設定されている場合
には、ＯＳＤ画像生成回路１６０から出力された表示信号と、画像処理回路１５０から出
力された映像信号とを重畳してコンテンツ選択画面またはコンテンツ再生画面を表示する
ための画像信号を生成する。
【００３５】
　入出力パネル１８０は、表示面に各画像を表示するとともに、ユーザからの操作入力を
受け付けるものであり、受け付けられた操作内容をマイクロプロセッサ１２０に出力する
。具体的には、入出力パネル１８０は、重畳回路１７０から出力された画像信号に対応す
る画像を表示パネル（例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネル）に表示する。
また、入出力パネル１８０は、表示パネルに近接または接触する物体（例えば、ユーザの
指）を検出すると、この検出状態を電気信号に変換し、この変換された電気信号をマイク
ロプロセッサ１２０に出力する。入出力パネル１８０は、例えば、タッチパネルにより実
現される。
【００３６】
　図２は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロッ
ク図である。撮像装置１００は、コンテンツ記憶部１４１と、コンテンツ管理情報記憶部
１４２と、表示部１８１と、操作受付部２１０と、データ取得部２２０と、画像保持部２
３０と、画像処理部２４０と、表示制御部２５０と、制御部２６０とを備える。
【００３７】
　コンテンツ記憶部１４１は、静止画コンテンツまたは動画コンテンツを記憶するもので
あり、記憶されている静止画コンテンツまたは動画コンテンツをデータ取得部２２０に供
給する。なお、コンテンツ記憶部１４１は、図１に示す記録メディア１４０に対応する。
【００３８】
　コンテンツ管理情報記憶部１４２は、コンテンツ記憶部１４１に記憶されているコンテ
ンツを管理するためのコンテンツ管理情報を各コンテンツに関連付けてコンテンツ毎に記
憶するものである。また、コンテンツ管理情報記憶部１４２は、記憶されているコンテン
ツ管理情報をデータ取得部２２０に供給する。このコンテンツ管理情報には、静止画コン
テンツまたは動画コンテンツを表すサムネイル画像が含まれる。このインデックス画像と
して、対応するコンテンツが動画コンテンツである場合には、例えば、その動画の代表フ
レーム（例えば、先頭フレーム）のサムネイル画像が記録される。また、対応するコンテ
ンツが静止画コンテンツである場合には、例えば、その静止画のサムネイル画像が記録さ
れる。なお、コンテンツ管理情報記憶部１４２は、図１に示す記録メディア１４０に対応
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する。
【００３９】
　表示部１８１は、表示制御部２５０の制御に基づいて、各種画像を表示する表示部であ
る。表示部１８１は、図１に示す入出力パネル１８０に対応する。
【００４０】
　操作受付部２１０は、ユーザからの操作入力を受け付ける操作受付部であり、受け付け
られた操作入力に応じた操作内容を制御部２６０に出力する。なお、操作受付部２１０は
、図１に示すキー入力回路１１４または入出力パネル１８０に対応する。
【００４１】
　データ取得部２２０は、制御部２６０からの制御に基づいて、コンテンツ記憶部１４１
またはコンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているデータを取得し、取得されたデ
ータを各部に供給するものである。また、データ取得部２２０は、取得されたデータの一
部（例えば、画像処理部２４０による拡大または縮小の対象となる画像）を画像保持部２
３０に保持させる。なお、データ取得部２２０は、図１に示す記録／再生信号処理回路１
３０に対応する。
【００４２】
　画像保持部２３０は、データ取得部２２０から出力された画像を保持するものであり、
保持されている画像を画像処理部２４０に供給する。なお、画像保持部２３０は、図１に
示す記録／再生信号処理回路１３０に対応する。
【００４３】
　画像処理部２４０は、制御部２６０からの制御に基づいて、データ取得部２２０から出
力された画像または画像保持部２３０に保持されている画像について画像処理を施すもの
であり、この画像処理が施された画像を表示制御部２５０に出力する。例えば、画像処理
部２４０は、データ取得部２２０から出力されたコンテンツ管理情報に基づいて、コンテ
ンツ選択画面（例えば、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０）に表示されるサム
ネイル画像を描画する。また、画像処理部２４０は、データ取得部２２０から出力された
コンテンツを、コンテンツ再生画面（例えば、図４（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３
０）に描画する。また、画像処理部２４０は、データ取得部２２０から出力された画像ま
たは画像保持部２３０に保持されている画像を拡大または縮小して描画する。なお、これ
らの画像処理ついては、図３乃至図７等を参照して詳細に説明する。
【００４４】
　表示制御部２５０は、制御部２６０からの制御に基づいて、画像処理部２４０から出力
された画像を表示部１８１に表示させるものである。これらの表示例については、図４、
図８乃至図１４等を参照して詳細に説明する。なお、表示制御部２５０は、図１に示すＯ
ＳＤ画像生成回路１６０および重畳回路１７０に対応する。
【００４５】
　制御部２６０は、撮像装置１００全体の制御を行うものである。例えば、制御部２６０
は、操作受付部２１０により受け付けられたユーザからの操作入力に応じた制御を行う。
また、制御部２６０は、コンテンツ選択画面を表示させる指示操作が操作受付部２１０に
より受け付けられた場合には、コンテンツ選択画面を表示部１８１に表示させる。また、
例えば、制御部２６０は、コンテンツ選択画面においてインデックス画像を選択する選択
操作が受け付けられた場合には、選択されたインデックス画像を拡大処理させ、拡大され
たインデックス画像を表示部１８１にアニメーション表示させる。そして、拡大されたイ
ンデックス画像がコンテンツ再生画面のコンテンツ表示領域の大きさとなった場合には、
選択されたインデックス画像に対応するコンテンツを表示部１８１に表示させる。また、
例えば、制御部２６０は、コンテンツ再生画面からコンテンツ選択画面への表示部１８１
の切り換え操作が受け付けられた場合には、コンテンツ再生画面に表示されていた画像を
縮小処理させる。そして、縮小された画像を表示部１８１にアニメーション表示させ、縮
小された画像がコンテンツ選択画面のインデックス画像の大きさとなった場合には、対応
するインデックス画像を表示部１８１に表示させる。なお、その切り換え操作は、例えば
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、静止画コンテンツの再生中にその再生の停止を指示する指示操作や、動画コンテンツの
再生中にコンテンツ選択画面に戻る指示操作である。なお、制御部２６０は、図１に示す
マイクロプロセッサ１２０に対応する。
【００４６】
　［コンテンツ選択画面およびコンテンツ再生画面の表示例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態におけるコンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶さ
れている画像と、表示部１８１に表示されるコンテンツ選択画面との関係を模式的に示す
図である。なお、図３に示す例では、コンテンツ記憶部１４１に記憶されているコンテン
ツとして静止画コンテンツを例にして示す。
【００４７】
　図３（ａ）には、コンテンツ記憶部１４１に記憶されているコンテンツ（静止画コンテ
ンツ（＃１乃至＃１６等））と、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサム
ネイル画像（＃１乃至＃１６等）との関係を模式的に示す。このサムネイル画像（＃１乃
至＃１６等）は、対応するコンテンツについて生成されたサムネイル画像であり、対応す
るコンテンツのコンテンツ管理情報に含まれる。図３（ａ）では、コンテンツ記憶部１４
１に記憶されているコンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサ
ムネイル画像との対応関係を矢印で結び、対応するコンテンツおよびサムネイル画像には
同一の番号を付す（＃１乃至＃１６）。
【００４８】
　図３（ｂ）には、再生対象となるコンテンツを選択する際に用いられるコンテンツ選択
画面（インデックス画像一覧表示画面）３００を示す。コンテンツ選択画面３００には、
操作ボタン３０１乃至３０４と、スクロールバー３０５と、サムネイル画像表示領域３１
０とが設けられている。
【００４９】
　操作ボタン３０１乃至３０４、スクロールバー３０５は、サムネイル画像表示領域３１
０に表示されているサムネイル画像を上下方向に移動させて他のサムネイル画像を表示さ
せるスクロール操作を行う際に用いられるものである。
【００５０】
　サムネイル画像表示領域３１０は、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されている
サムネイル画像を表示する領域であり、例えば、４×４のマトリクス状にサムネイル画像
（＃１乃至＃１６）が一覧表示される。なお、図３（ｂ）に示す例では、説明の容易のた
め、各サムネイル画像を示す矩形内には、図３（ａ）に示す各サムネイル画像と同一の文
字を付す。このコンテンツ選択画面３００に表示されるサムネイル画像の表示例について
は、図４（ａ）に示す。
【００５１】
　図４は、本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示されるコンテンツ選択
画面およびコンテンツ再生画面の一例を示す図である。なお、図４（ａ）に示すコンテン
ツ選択画面３２０は、図３（ｂ）に示すサムネイル画像表示領域３１０において、サムネ
イル画像（＃１乃至＃１６）の位置に、実際に記録された静止画コンテンツのサムネイル
画像を配置したものである。このように、図４（ａ）に示す例は、実際に記録された静止
画コンテンツのサムネイル画像を配置した点以外は、図３（ｂ）に示す例と同様である。
このため、図３（ｂ）に示す例と共通する部分については、同一の符号を付して、これら
の説明を省略する。なお、図４に示す例では、コンテンツ記憶部１４１に記憶されている
コンテンツとして静止画コンテンツを例にして示す。
【００５２】
　図４（ａ）に示すように、コンテンツ選択画面３２０には、コンテンツ記憶部１４１に
記憶されているコンテンツを選択するためのサムネイル画像がサムネイル画像表示領域３
１０に一覧表示される。また、サムネイル画像表示領域３１０に一覧表示されているサム
ネイル画像を選択することにより、選択されたサムネイル画像に対応するコンテンツを再
生させることができる。ここで、サムネイル画像を選択する選択操作は、入出力パネル１
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８０におけるタッチ操作により行うようにしてもよく、キー入力回路１１４からの操作入
力により行うようにしてもよい。例えば、入出力パネル１８０において選択操作を行う場
合には、サムネイル画像表示領域３１０に一覧表示されているサムネイル画像のうち、所
望のサムネイル画像の表示領域に指を接触することにより行う。また、例えば、キー入力
回路１１４からの操作入力により選択操作を行う場合には、十字キーおよび決定キーを用
いた選択操作を行う。
【００５３】
　図４（ｂ）には、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０において選択されたサム
ネイル画像に対応するコンテンツの再生を行うコンテンツ再生画面３３０を示す。例えば
、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０においてサムネイル画像３２１が選択され
ると、サムネイル画像３２１に対応するコンテンツを再生するコンテンツ再生画面３３０
が表示される。このコンテンツ再生画面３３０は、例えば、選択されたサムネイル画像３
２１に対応する静止画コンテンツ（電車を主要被写体とする撮像画像）を表示部１８１に
おける表示面全体に表示させる画面である。また、コンテンツ再生画面３３０には、再生
対象となる静止画コンテンツが表示されるとともに、この静止画コンテンツ上に操作ボタ
ン３３１乃至３３３が設けられる。操作ボタン３３１は、表示されている静止画コンテン
ツの直前のコンテンツ（例えば、図４（ａ）に示すサムネイル画像３２２に対応する静止
画コンテンツ）を表示させる際に押下されるボタンである。また、操作ボタン３３２は、
表示されている静止画コンテンツの次のコンテンツ（例えば、図４（ａ）に示すサムネイ
ル画像３２３に対応する静止画コンテンツ）を表示させる際に押下されるボタンである。
また、操作ボタン３３３は、コンテンツの再生を停止させ、コンテンツ選択画面に戻る際
に押下されるボタンである。すなわち、図４（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０にお
いて操作ボタン３３３が押下されると、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０が表
示される。
【００５４】
　ここで、例えば、コンテンツ選択画面３２０においてサムネイル画像３２１が選択され
た直後に、コンテンツ再生画面３３０が表示される場合を想定する。この場合には、選択
されたサムネイル画像３２１の配置位置とは無関係に、このサムネイル画像３２１に対応
するコンテンツがコンテンツ再生画面３３０に表示される。このため、サムネイル画像３
２１と、これに対応するコンテンツとの対応関係を直感的に把握し難いことが想定される
。また、例えば、コンテンツ再生画面３３０において操作ボタン３３３が押下された直後
に、コンテンツ選択画面３２０が表示される場合を想定する。この場合には、コンテンツ
再生画面３３０に表示されていたコンテンツに対応するサムネイル画像３２１の配置位置
とは無関係に、コンテンツ選択画面３２０が表示される。このため、サムネイル画像３２
１と、これに対応するコンテンツとの対応関係を直感的に把握し難いことが想定される。
そこで、本発明の第１の実施の形態では、コンテンツ選択画面とコンテンツ再生画面との
切り換え時に、再生対象のコンテンツに関する画像を拡大または縮小させながらアニメー
ションにより表示する。
【００５５】
　［再生対象のコンテンツに関する画像の拡大縮小例］
　図５および図６は、本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０による拡大ま
たは縮小の対象となる画像と、表示部１８１における表示画面との関係を示す図である。
図５および図６に示す例では、表示部１８１におけるコンテンツ選択画面を矩形状とした
場合におけるその左上隅を原点（０，０）とし、横軸をｘ軸とし、縦軸をｙ軸とするｘｙ
座標上において、画像を拡大または縮小する場合を例にして説明する。
【００５６】
　図５（ａ）には、コンテンツ選択画面に対応する矩形３４０を示す。この矩形３４０に
おいて、コンテンツ選択画面（例えば、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３００）に
配置されるサムネイル画像、操作ボタンおよびスクロールバーのそれぞれを点線（ただし
、矩形３５０のみは実線で示す）で示す。ここで、矩形３４０のｘ軸方向の長さをＷ１と
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し、ｙ軸方向の長さをＨ１とする。また、この例では、太い実線で示す矩形３５０の位置
に配置される画像を矩形３４０の大きさまで拡大する場合と、矩形３４０の大きさから画
像を縮小させて矩形３５０の位置に画像を配置する場合とを例にして説明する。
【００５７】
　図５（ｂ）には、図５（ａ）に示す矩形３４０において、サムネイル画像等を表す点線
が消去され、矩形３５０のみが配置された場合における矩形３４０を示す。図５（ｂ）に
示す矩形３４０において、矩形３５０の左上隅の点を座標（ｘｔ，ｙｔ）とし、矩形３５
０のｘ軸方向の一辺の長さをｗｔとし、ｙ軸方向の一辺の長さをｈｔとする。また、図５
（ｂ）では、矩形３４０の各頂点と、矩形３５０の各頂点とを点線で結んだ場合を示す。
【００５８】
　最初に、矩形３５０の位置を基準位置とし、この基準位置から画像を順次拡大させなが
らアニメーション処理をする場合について説明する。ここで、アニメーション処理の対象
となる画像に対応する矩形の左上隅の点を座標（ｘ，ｙ）とし、この矩形のｘ軸方向の一
辺の長さをｗとし、ｙ軸方向の一辺の長さをｈとする。この場合に、次の式１乃至式４に
より、アニメーション処理の対象となる画像の位置および大きさが求められる。
　　ｘ＝ｘｔ－ｘｔ×ａ　…式１
　　ｙ＝ｙｔ－ｙｔ×ａ　…式２
　　ｗ＝ｗｔ＋（Ｗ１－ｗｔ）×ａ　…式３
　　ｈ＝ｈｔ＋（Ｈ１－ｈｔ）×ａ　…式４
【００５９】
　ここで、ａは、時間の経過に応じて変化するパラメータであり、例えば、図７に示すグ
ラフ上における曲線によりパラメータａが順次決定される。
【００６０】
　図７は、本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０により画像が拡大または
縮小される際に用いられるパラメータａと時間軸との関係を示すグラフを示す図である。
図７に示すグラフは、横軸を時間軸（ｔ）とし、縦軸をパラメータａを示す軸とするグラ
フである。例えば、図７に示すグラフにおいて、画像の拡大処理の開始時をｔ＝０とし、
画像の拡大処理の終了時をｔ＝ｔ１とする。図７に示すように、本発明の第１の実施の形
態では、画像を拡大する場合には、最初は画像が大きく変化するが、時間の経過に応じて
画像の変化が低下するようにする。すなわち、単位時間当たりの拡大率を減少させながら
拡大処理を行う。これにより、コンテンツ選択画面とコンテンツ再生画面との切り換え時
に、人間の視覚特性を考慮したユーザに見易いアニメーション表示とすることができる。
【００６１】
　図６（ａ）には、式１乃至式４を用いて拡大される画像の遷移の一例を概略的に示す。
例えば、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０のサムネイル画像表示領域３１０に
表示されている各サムネイル画像が画像保持部２３０に保持されている。そして、コンテ
ンツ選択画面３２０においてサムネイル画像３２１を選択する選択操作が操作受付部２１
０により受け付けられた場合には、画像保持部２３０に保持されているサムネイル画像３
２１について画像処理部２４０が順次拡大処理を行う。この拡大処理により拡大されたサ
ムネイル画像を表示制御部２５０が表示部１８１に順次表示させる。すなわち、矩形３５
０に対応するサムネイル画像３２１が矩形３４０の大きさとなるまで順次拡大される。そ
して、例えば、矩形３５１、３５２、３５３、３４０の大きさに拡大された画像が表示部
１８１に順次表示される。この場合に、例えば、拡大される画像の各頂点が、矩形３５０
の頂点と矩形３４０の頂点とを結ぶ線に沿って拡大される。そして、矩形３５０に対応す
るサムネイル画像３２１が矩形３４０の大きさまで拡大された場合には、表示制御部２５
０が、サムネイル画像３２１に対応する静止画コンテンツを表示部１８１に表示させる。
これらの表示例については、図８乃至図１０に示す。なお、この例では、説明の容易のた
め、矩形３５０から３４０までの画像の遷移として４つの矩形のみを代表して示すが、図
７に示す曲線に従って５回以上の拡大処理を行い、表示させることができる。
【００６２】
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　続いて、矩形３４０の位置から画像を順次縮小させながらアニメーション処理をする場
合について説明する。なお、矩形３５０の位置を基準位置とする。ここで、アニメーショ
ン処理の対象となる画像に対応するサムネイル画像の矩形の左上隅の点を座標（ｘ，ｙ）
とし、この矩形のｘ軸方向の一辺の長さをｗとし、ｙ軸方向の一辺の長さをｈとする。こ
の場合に、次の式５乃至式８により、アニメーション処理の対象となる画像の位置および
大きさが求められる。
　　ｘ＝ｘｔ×ａ　…式５
　　ｙ＝ｙｔ×ａ　…式６
　　ｗ＝Ｗ１＋（ｗｔ－Ｗ１）×ａ　…式７
　　ｈ＝Ｈ１＋（ｈｔ－Ｈ１）×ａ　…式８
【００６３】
　ここで、ａは、拡大処理の場合と同様に、時間の経過に応じて変化するパラメータであ
り、例えば、図７に示すグラフ上における曲線によりパラメータａが順次決定される。
【００６４】
　図６（ｂ）には、式５乃至式８を用いて縮小される画像の遷移の一例を概略的に示す。
例えば、図４（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０に表示されている静止画コンテンツ
が画像保持部２３０に保持されている。そして、コンテンツ再生画面３３０において操作
ボタン３３３を押下する押下操作が操作受付部２１０により受け付けられた場合には、画
像保持部２３０に保持されている静止画コンテンツについて画像処理部２４０が順次縮小
処理を行う。この縮小処理により縮小された静止画コンテンツを表示制御部２５０が表示
部１８１に順次表示させる。すなわち、矩形３４０に対応する静止画コンテンツが矩形３
５０の大きさとなるまで順次縮小される。そして、例えば、矩形３６１、３６２、３６３
３５０の大きさに縮小された画像が表示部１８１に順次表示される。この場合に、例えば
、縮小される画像の各頂点が、矩形３５０の頂点と矩形３４０の頂点とを結ぶ線に沿って
縮小される。そして、矩形３４０に対応する静止画コンテンツが矩形３５０の大きさまで
縮小された場合には、表示制御部２５０が、サムネイル画像３２１を表示部１８１に表示
させる。これらの表示例については、図１２乃至図１４に示す。なお、この例では、説明
の容易のため、矩形３４０から３５０までの画像の遷移として４つの矩形のみを代表して
示すが、図７に示す曲線に従って５回以上の縮小処理を行い、表示させることができる。
【００６５】
　［コンテンツ選択画面およびコンテンツ再生画面の表示制御例］
　図８乃至図１０は、本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表示
画面の遷移を示す図である。図８には、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３００にお
いて選択操作が行われた場合における表示画面の遷移を示す。図９には、図４（ａ）に示
すコンテンツ選択画面３２０において選択操作が行われた場合における表示画面の遷移を
示す。図１０には、図９に示す表示画面の遷移の変形例を示す。
【００６６】
　図８（ａ）には、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３００と同一のコンテンツ選択
画面３００を示す。なお、図８（ａ）では、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３００
における一部の文字や符号を省略して示す。図８（ａ）に示すように、例えば、コンテン
ツ選択画面３００において、サムネイル画像（＃１１）４０１を選択する選択操作が行わ
れた場合には、選択されたサムネイル画像（＃１１）が、式１乃至式４に従って順次拡大
されながら表示される。例えば、図８（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式１乃至式４に従
って順次拡大されたサムネイル画像（＃１１）４０２乃至４０５がコンテンツ選択画面３
００に上書き合成されて表示される。続いて、図８（ｅ）に示すように、式１乃至式４に
従って拡大されたサムネイル画像（＃１１）４０５が、コンテンツ再生画面と同じ大きさ
になった場合には、サムネイル画像（＃１１）の拡大処理を終了する。
【００６７】
　図８（ｆ）には、サムネイル画像（＃１１）に対応する静止画コンテンツ（＃１１）を
表示するコンテンツ再生画面３３０を示す。なお、コンテンツ再生画面３３０に設けられ
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ている操作ボタン３３１乃至３３３については、図４（ｂ）に示す操作ボタン３３１乃至
３３３と同一であるため、同一の符号を付してここでの説明を省略する。図８（ｆ）に示
すように、サムネイル画像（＃１１）の拡大処理が終了した後に、表示制御部２５０が、
サムネイル画像（＃１１）に対応する静止画コンテンツ（＃１１）を表示させる。
【００６８】
　図９（ａ）には、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０と同一のコンテンツ選択
画面３２０を示す。なお、図９（ａ）では、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０
における一部の文字や符号を省略して示す。図９（ａ）に示すように、例えば、コンテン
ツ選択画面３２０において、サムネイル画像４１１を選択する選択操作が行われた場合に
は、選択されたサムネイル画像４１１が、式１乃至式４に従って順次拡大されながら表示
される。ここで、図９に示す例では、コンテンツ選択画面３２０において選択操作が行わ
れた場合には、コンテンツ選択画面３２０が黒一色の画面に変更され、この黒一色の画面
において、順次拡大されたサムネイル画像４１２乃至４１５を上書き合成する例を示す。
例えば、図９（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式１乃至式４に従って順次拡大されたサム
ネイル画像４１２乃至４１５が黒一色の画面に上書き合成されて表示される。続いて、図
９（ｅ）に示すように、式１乃至式４に従って拡大されたサムネイル画像４１５が、コン
テンツ再生画面と同じ大きさになった場合には、サムネイル画像の拡大処理を終了する。
【００６９】
　図９（ｆ）には、サムネイル画像４１１に対応する静止画コンテンツを表示するコンテ
ンツ再生画面３３０を示す。なお、図９（ｆ）に示すコンテンツ再生画面３３０は、図４
（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０と同一であるため、ここでの説明を省略する。な
お、図９（ｆ）では、図４（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０における一部の文字や
符号を省略して示す。図９（ｆ）に示すように、サムネイル画像の拡大処理が終了した後
に、表示制御部２５０が、サムネイル画像４１１に対応する静止画コンテンツを表示させ
る。
【００７０】
　図１０に示す例は、図９の変形例であり、コンテンツ選択画面３２０において選択操作
が行われた場合にコンテンツ選択画面３２０を黒一色の画面とせずに、順次拡大されたサ
ムネイル画像４１２乃至４１５を上書き合成する例である。なお、コンテンツ選択画面３
２０を黒一色の画面とせずに、順次拡大されたサムネイル画像４１２乃至４１５を上書き
合成する点以外は、図９に示す例と同様であるため、ここでの他の説明を省略する。図９
および図１０に示す表示態様については、ユーザ操作により変更可能とするようにしても
よい。
【００７１】
　図１１は、本発明の第１の実施の形態における表示部１８１におけるコンテンツ再生画
面の遷移を示す図である。なお、図１１（ａ）に示すコンテンツ再生画面３３０は、図４
（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０と同一である。
【００７２】
　図１１（ｂ）には、図１１（ａ）に示すコンテンツ再生画面３３０において、操作ボタ
ン３３２の押下操作が行われた場合における表示例を示す。すなわち、図１１（ｂ）に示
すコンテンツ再生画面３３０には、図４（ａ）に示すサムネイル画像３２３に対応する静
止画コンテンツが表示される。
【００７３】
　図１１（ｃ）には、図１１（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０において、操作ボタ
ン３３２の押下操作が行われた場合における表示例を示す。すなわち、図１１（ｃ）に示
すコンテンツ再生画面３３０には、図４（ａ）に示すサムネイル画像３２４に対応する静
止画コンテンツが表示される。このように、コンテンツ再生画面３３０において、操作ボ
タン３３１および３３２の押下操作を行うことにより、ユーザは所望のコンテンツを表示
させることができる。
【００７４】
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　ここで、図１１（ｃ）に示すコンテンツ再生画面３３０において、操作ボタン３３３の
押下操作が行われた場合には、例えば、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０が表
示される。コンテンツ再生画面３３０からコンテンツ選択画面３２０への切り換え時に、
画像の縮小処理が行われる。この縮小処理については、図１２乃至図１４を参照して詳細
に説明する。
【００７５】
　図１２乃至図１４は、本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表
示画面の遷移を示す図である。図１２には、コンテンツ再生画面３３０において操作ボタ
ン３３３の押下操作が行われた場合における表示画面の遷移を示す。図１３には、図１１
（ｃ）に示すコンテンツ再生画面３３０において操作ボタン３３３の押下操作が行われた
場合における表示画面の遷移を示す。図１４には、図１３に示す表示画面の遷移の変形例
を示す。
【００７６】
　図１２（ａ）には、静止画コンテンツ（＃１３）が表示されているコンテンツ再生画面
３３０を示す。図１２（ａ）に示すように、例えば、コンテンツ再生画面３３０において
操作ボタン３３３の押下操作が行われた場合には、この押下操作の際に表示されていた静
止画コンテンツ（＃１３）が、式５乃至式８に従って順次縮小されながら表示される。例
えば、図１２（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式５乃至式８に従って順次縮小された静止
画コンテンツ（＃１３）４５１乃至４５４がコンテンツ選択画面３００に上書き合成され
て表示される。続いて、式５乃至式８に従って縮小された静止画コンテンツ（＃１３）が
、サムネイル画像（＃１３）４５５と同じ大きさになった場合には、静止画コンテンツ（
＃１３）の縮小処理を終了する。
【００７７】
　図１２（ｆ）には、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３００と同一のコンテンツ選
択画面３００を示す。なお、図１２（ｆ）では、図３（ｂ）に示すコンテンツ選択画面３
００における一部の文字や符号を省略して示す。図１２（ｆ）に示すように、静止画コン
テンツ（＃１３）の縮小処理が終了した後に、表示制御部２５０が、静止画コンテンツ（
＃１３）に対応するサムネイル画像（＃１３）４５５を表示させる。
【００７８】
　図１３（ａ）には、図１１（ｃ）に示すコンテンツ再生画面３３０と同一のコンテンツ
再生画面３３０を示す。なお、図１３（ａ）では、図１１（ｃ）に示すコンテンツ再生画
面３３０における一部の文字や符号を省略して示す。図１３（ａ）に示すように、例えば
、コンテンツ再生画面３３０において操作ボタン３３３の押下操作が行われた場合には、
この押下操作の際に表示されていた静止画コンテンツが、式５乃至式８に従って順次縮小
されながら表示される。ここで、図１３に示す例では、操作ボタン３３３の押下操作が行
われた場合には、コンテンツ選択画面３２０が黒一色の画面に変更され、この黒一色の画
面において、順次縮小された静止画コンテンツ４６１乃至４６４を上書き合成する例を示
す。例えば、図１３（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式５乃至式８に従って順次縮小され
た静止画コンテンツ４６１乃至４６４が黒一色の画面に上書き合成されて表示される。続
いて、式５乃至式８に従って縮小された静止画コンテンツが、コンテンツ選択画面３２０
におけるサムネイル画像の大きさと同じ大きさになった場合には、静止画コンテンツの縮
小処理を終了する。
【００７９】
　図１３（ｆ）には、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３２０と同一のコンテンツ選
択画面３２０を示す。なお、図１３（ｆ）では、図４（ａ）に示すコンテンツ選択画面３
２０における一部の文字や符号を省略して示す。図１３（ｆ）に示すように、静止画コン
テンツの縮小処理が終了した後に、表示制御部２５０が、静止画コンテンツに対応するサ
ムネイル画像４６５を表示させる。
【００８０】
　図１４に示す例は、図１３の変形例であり、コンテンツ再生画面３３０において操作ボ
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タン３３３の押下操作が行われた場合にコンテンツ選択画面３２０を黒一色の画面とせず
に、順次縮小された静止画コンテンツ４６１乃至４６４を上書き合成する例である。なお
、コンテンツ選択画面３２０を黒一色の画面とせずに、順次縮小された静止画コンテンツ
４６１乃至４６４を上書き合成する点以外は、図１３に示す例と同様であるため、ここで
の他の説明を省略する。図１３および図１４に示す表示態様については、ユーザ操作によ
り変更可能とするようにしてもよい。
【００８１】
　［コンテンツ選択画面およびコンテンツ再生画面の表示制御の変形例］
　以上では、静止画コンテンツまたはサムネイル画像の拡大または縮小を行うことにより
アニメーション処理を行う例を示した。ここで、例えば、サムネイル画像と、これに対応
する静止画コンテンツとは、被写体が同一であっても解像度が異なることが多い。このた
め、コンテンツ選択画面からコンテンツ再生画面に切り換える際に、静止画コンテンツを
表示する直前の拡大されたサムネイル画像が粗く見え、違和感が生じるおそれがある。そ
こで、以下では、拡大または縮小の対象となる画像についてフェードアウト処理を施しな
がらアニメーション処理を行う例を示す。ここで、フェードアウトは、例えば、時間の経
過に応じて、対象画像を順次変更する視覚表現を意味する。例えば、時間の経過に応じて
、対象画像を順次黒くしていき、最終的には黒一色の画像とすることができる。
【００８２】
　図１５および図１６は、本発明の第１の実施の形態における画像処理部２４０により拡
大または縮小される画像をフェードアウトするフェードアウト方法を概略的に示す図であ
る。
【００８３】
　図１５には、画像処理部２４０による拡大または縮小の対象となる画像５１０と、画像
５１０をフェードアウトする場合に用いられるα値（アルファ値）との関係を時系列で示
す。画像５１０は、例えば、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイ
ル画像であり、図４（ａ）に示すサムネイル画像３２１と同一である。対象画像描画領域
５００は、画像５１０が描画される領域である。
【００８４】
　ここで、α値は、透明度を表す数値であり、ＲＧＢ（赤（Red）、緑（Green）、青（Bl
ue））の透明度を０～１の範囲内で変更するものである。例えば、α＝０が設定されてい
る場合には対象画像が不透明となり、数値が大きくなるに応じて対象画像の透明度が上が
る。そして、α＝１が設定された場合には対象画像が完全な透明となる。すなわち、画像
の透明度を変更する場合に、このα値を変更することにより所望の透明度に変更すること
ができる。この例では、対象画像の拡大または縮小を繰り返す場合において、時間の経過
に応じて対象画像の透明度を上げ、この透明度が変更された画像を黒画像に上書き合成す
ることによりフェードアウトを行うフェードアウト方法について説明する。
【００８５】
　図１５（ａ）には、フェードアウト処理を行う前の画像５１０および対象画像描画領域
５００を示す。ここで、フェードアウト処理を行う場合には、図１５（ｂ）に示すように
、画像処理部２４０が対象画像描画領域５００を黒色に変更する。続いて、画像処理部２
４０が、α＝０とした画像５１０を、黒色とされた対象画像描画領域５００に上書き合成
する。このように、α値＝０である場合には画像５１０が不透明であるため、対象画像描
画領域５００に描画された画像５１０が表示部１８１にそのまま表示される。
【００８６】
　続いて、図１５（ｃ）に示すように、画像処理部２４０が対象画像描画領域５００を黒
色とし、画像処理部２４０が、α＝ａ（０＜ａ＜１）とした画像５１０を、黒色とされた
対象画像描画領域５００に上書き合成する。そして、画像処理部２４０が、ａの値を順次
大きくしていき、α＝ａ（０＜ａ＜１）とした画像５１０を、黒色とされた対象画像描画
領域５００に上書き合成する処理を繰り返し行う。この場合に、αの数値が大きくなるに
応じて対象画像の透明度が上がるため、対象画像描画領域５００に描画された画像５１０
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が次第に黒色に近づいていく。ここで、ａは、例えば、図７に示すグラフ上における曲線
により特定されるａを用いることができる。
【００８７】
　続いて、図１５（ｄ）に示すように、画像処理部２４０が対象画像描画領域５００を黒
色とし、画像処理部２４０が、α＝１とした画像５１０を、黒色とされた対象画像描画領
域５００に上書き合成する。ここで、α＝１である場合には画像５１０が完全な透明とな
るため、対象画像描画領域５００に描画された画像５１０が黒色として表示部１８１に表
示される。このように、画像処理部２４０によりフェードアウト処理が施された画像５１
０の遷移を図１６に示す。
【００８８】
　図１６には、画像処理部２４０によりフェードアウト処理が施された画像の遷移を時系
列で示す。ここで、画像５２１は、α＝０とした画像５１０が、黒色とされた対象画像描
画領域５００に上書き合成された場合における画像を示す。また、画像５２５は、α＝１
とした画像５１０が、黒色とされた対象画像描画領域５００に上書き合成された場合にお
ける画像を示す。また、画像５２２乃至５２４は、α＝ａ（０＜ａ＜１）とした画像５１
０が、黒色とされた対象画像描画領域５００に上書き合成された場合における画像を示す
。なお、画像５２２から５２４に進むに従って、αの数値が大きくなっていくものとする
。このように、画像処理部２４０により対象画像にフェードアウト処理を施すとともに拡
大処理を施す例を図１７および図１８に示す。また、画像処理部２４０により対象画像に
フェードアウト処理を施すとともに縮小処理を施す例を図１９および図２０に示す。
【００８９】
　図１７乃至図２０は、本発明の第１の実施の形態における表示部１８１に表示される表
示画面の遷移を示す図である。図１７および図１８には、図４（ａ）に示すコンテンツ選
択画面３２０で選択操作が行われた場合においてフェードアウト処理が施された画像を表
示する場合における表示画面の遷移を示す。なお、図１７に示す例は、図９の変形例であ
り、図１８に示す例は、図１０の変形例である。すなわち、図９および図１０において、
拡大処理の対象となる画像４１２乃至４１５が、図１７および図１８では、フェードアウ
ト処理が施された画像５３１乃至５３４となる点が異なる。なお、図１７および図１８に
示すサムネイル画像４１１、画像５３１乃至５３４は、図１６に示す画像５２１乃至５２
５に対応する画像である。
【００９０】
　図１９および図２０には、図４（ｂ）に示すコンテンツ再生画面３３０で操作ボタン３
３３が押下された場合においてフェードアウト処理が施された画像を表示する場合におけ
る表示画面の遷移を示す。なお、図１９に示す例は、図１３の変形例であり、図２０に示
す例は、図１４の変形例である。すなわち、図１３および図１４において、縮小処理の対
象となる画像が異なるとともに、この縮小処理の対象となる画像にフェードアウト処理を
施す点が異なる。なお、図１９および図２０に示すコンテンツ再生画面３３０におけるコ
ンテンツ画像、画像５４１乃至５４４は、図１６に示す画像５２１乃至５２５に対応する
画像である。
【００９１】
　このように、拡大または縮小の対象となる画像にフォードアウト処理を施すことにより
、サムネイル画像と、これに対応する静止画コンテンツとが異なる場合でも、これらの相
違による違和感を軽減させることができる。
【００９２】
　なお、この例では、時間の経過に応じて対象画像の透明度を変更することにより対象画
像を黒色にフェードアウトする例について説明したが、黒以外の色にフェードアウトする
ようにしてもよい。また、他の方法により時間の経過に応じて対象画像の色情報を変更す
るようにしてもよい。例えば、対象画像の透過度を徐々に高めることにより対象画像（例
えば、サムネイル画像）をフェードアウトするとともに、対象画像に対応する画像（例え
ば、コンテンツ画像）をフェードインするようにしてもよい。また、例えば、時間の経過
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に応じて、対象画像のモノクロやセピアの濃淡を変更するようにしてもよい。また、例え
ば、時間の経過に応じて対象画像の解像度を落とす方法や、カラーから白黒に変更する方
法を用いるようにしてもよい。
【００９３】
　［撮像装置の動作例］
　次に、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照し
て説明する。
【００９４】
　図２１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順を示すフローチャートである。この例では、コンテンツ再生モードが設定されてい
る場合における表示制御処理を例にして示す。また、この例では、拡大または縮小の対象
となる画像についてフェードアウト処理を施すとともに、このフェードアウト処理の際に
は拡大または縮小の対象となる画像の背景を黒とする例にして説明する。
【００９５】
　最初に、コンテンツ選択画面を表示させる指示操作が行われたか否かが判断される（ス
テップＳ９０１）。コンテンツ選択画面を表示させる指示操作が行われていない場合には
、表示制御処理の動作を終了する。コンテンツ選択画面を表示させる指示操作が行われた
場合には（ステップＳ９０１）、表示制御部２５０がコンテンツ選択画面を表示部１８１
に表示させる（ステップＳ９０２）。なお、ステップＳ９０２は、特許請求の範囲に記載
の表示手順の一例である。続いて、コンテンツ選択画面においてサムネイル画像を選択す
る選択操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ９０３）。サムネイル画像を選択
する選択操作が行われていない場合には、ステップＳ９０６に進む。コンテンツ選択画面
においてサムネイル画像を選択する選択操作が行われた場合には（ステップＳ９０３）、
コンテンツ再生アニメーション処理が行われる（ステップＳ９１０）。このコンテンツ再
生アニメーション処理については、図２２を参照して詳細に説明する。
【００９６】
　続いて、コンテンツ選択画面において選択されたサムネイル画像に対応するコンテンツ
の再生処理が行われる（ステップＳ９０４）。続いて、コンテンツ再生の終了を指示する
指示操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ９０５）。コンテンツ再生の終了を
指示する指示操作が行われていない場合には（ステップＳ９０５）、ステップＳ９０４に
戻り、コンテンツの再生処理が行われる。コンテンツ再生の終了を指示する指示操作が行
われた場合には（ステップＳ９０５）、コンテンツ再生終了アニメーション処理が行われ
る（ステップＳ９２０）。このコンテンツ再生終了アニメーション処理については、図２
３を参照して詳細に説明する。
【００９７】
　続いて、コンテンツ選択画面の表示を終了させる指示操作が行われたか否かが判断され
る（ステップＳ９０６）。コンテンツ選択画面の表示を終了させる指示操作が行われてい
ない場合には（ステップＳ９０６）、ステップＳ９０２に戻り、表示制御部２５０がコン
テンツ選択画面を表示部１８１に表示させる。コンテンツ選択画面の表示を終了させる指
示操作が行われた場合には（ステップＳ９０６）、表示制御処理の動作を終了する。
【００９８】
　図２２は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理（図２１に示すステップＳ９１０の処
理手順）を示すフローチャートである。
【００９９】
　最初に、パラメータａが０に初期化される（ステップＳ９１１）。続いて、画像処理部
２４０が、コンテンツ選択画面において選択されたサムネイル画像の描画処理に用いられ
る座標と大きさと透過率とを算出する（ステップＳ９１２）。ここで、座標および大きさ
は、式１乃至式４を用いて算出され、透過率は、α値に基づいて算出される。
【０１００】
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　続いて、画像処理部２４０が、コンテンツ選択画面において選択されたサムネイル画像
を画像保持部２３０から取得し、算出された座標と大きさと透過率とに基づいて、取得さ
れたサムネイル画像を描画する（ステップＳ９１３）。すなわち、コンテンツ選択画面に
おいて選択されたサムネイル画像の拡大処理が行われる。なお、ステップＳ９１２および
Ｓ９１３は、特許請求の範囲に記載の画像処理手順の一例である。続いて、表示制御部２
５０が、描画されたサムネイル画像を表示部１８１に表示させる（ステップＳ９１４）。
この場合に、描画されたサムネイル画像の背景は黒一色とされる。なお、ステップＳ９１
４は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１０１】
　続いて、パラメータａが１以上であるか否かが判断される（ステップＳ９１５）。すな
わち、描画されたサムネイル画像の大きさが一定の大きさ（コンテンツ再生画面の大きさ
）に達したか否かが判断される。パラメータａが１以上でない場合には（ステップＳ９１
５）、パラメータａが変更され（ステップＳ９１６）、ステップＳ９１２に戻る。例えば
、図７に示すグラフに従って、パラメータａが変更される。パラメータａが１以上である
場合には（ステップＳ９１５）、コンテンツ再生アニメーション処理の動作を終了する。
【０１０２】
　図２３は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順のうちのコンテンツ再生終了アニメーション処理（図２１に示すステップＳ９２０
の処理手順）を示すフローチャートである。
【０１０３】
　最初に、パラメータａが０に初期化される（ステップＳ９２１）。続いて、画像処理部
２４０が、コンテンツ再生画面において終了が指示されたコンテンツの描画処理に用いら
れる座標と大きさと透過率とを算出する（ステップＳ９２２）。ここで、座標および大き
さは、式５乃至式８を用いて算出され、透過率は、α値に基づいて算出される。
【０１０４】
　続いて、画像処理部２４０が、コンテンツ再生画面において終了が指示されたコンテン
ツを画像保持部２３０から取得し、算出された座標と大きさと透過率とに基づいて、取得
されたコンテンツを描画する（ステップＳ９２３）。すなわち、コンテンツ再生画面にお
いて終了が指示されたコンテンツ画像の縮小処理が行われる。ここで、例えば、縮小処理
の対象となるコンテンツが動画コンテンツである場合には、終了が指示された際にコンテ
ンツ再生画面に表示されていたフレームを用いて縮小処理が行われる。続いて、表示制御
部２５０が、描画されたコンテンツを表示部１８１に表示させる（ステップＳ９２４）。
この場合に、描画されたコンテンツの背景は黒一色とされる。
【０１０５】
　続いて、パラメータａが１以上であるか否かが判断される（ステップＳ９２５）。すな
わち、描画されたコンテンツの大きさが一定の大きさ（コンテンツ選択画面におけるサム
ネイル画像の大きさ）に達したか否かが判断される。パラメータａが１以上でない場合に
は（ステップＳ９２５）、パラメータａが変更され（ステップＳ９２６）、ステップＳ９
２２に戻る。例えば、図７に示すグラフに従って、パラメータａが変更される。パラメー
タａが１以上である場合には（ステップＳ９２５）、コンテンツ再生終了アニメーション
処理の動作を終了する。
【０１０６】
　なお、この例では、拡大対象となる画像としてサムネイル画像を用いて、縮小対象とな
る画像としてコンテンツを用いる例を示した。しかしながら、拡大または縮小の対象とな
る画像については、対応するコンテンツに関する画像を用いることができる。例えば、拡
大対象となる画像として、対応するコンテンツを用いるようにしてもよく、縮小対象とな
る画像として、対応するサムネイル画像を用いるようにしてもよい。
【０１０７】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［撮像装置の機能構成例］
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　本発明の第１の実施の形態では、サムネイル画像と、これに対応する静止画コンテンツ
とに含まれる被写体が同一である場合における表示例を示した。このようにサムネイル画
像と、これに対応する静止画コンテンツとに含まれる被写体が同一である場合には、アニ
メーション処理の対象となる画像と、アニメーション処理の直後に表示される画像とが略
同一となる。ここで、例えば、コンテンツが動画コンテンツである場合を想定する。動画
コンテンツは複数のフレームにより構成されているため、アニメーション処理の対象とな
る画像と、アニメーション処理の直後に表示される画像とに含まれる被写体が同一とはな
らない場合も想定される。このため、例えば、コンテンツが動画コンテンツである場合で
も、一覧表示されているインデックス画像と、再生対象となるコンテンツとの対応関係を
容易に把握することが重用である。そこで、本発明の第２の実施の形態では、コンテンツ
が動画コンテンツである場合に、アニメーション処理の対象となる画像を順次変更する例
について図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明の第２の実施の形態における機能
構成については、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００と略同一であるため
、以下では、撮像装置１００と異なる点を中心に説明する。
【０１０８】
　図２に示すコンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているコンテンツ管理情報には
、動画コンテンツが直前に再生された際における再生終了時のフレームに関するレジュー
ム情報が含まれる。このレジューム情報については、図２５を参照して詳細に説明する。
【０１０９】
　図２に示す画像処理部２４０は、例えば、コンテンツ選択画面において選択されたサム
ネイル画像に対応する動画コンテンツを構成する各フレームのうち、先頭フレームからレ
ジューム位置のフレームまでの各フレームを時間軸に従って順次拡大させる。また、例え
ば、画像処理部２４０は、選択されたサムネイル画像に対応する動画コンテンツを構成す
る各フレームのうち、サムネイル画像に対応するフレームから先頭フレームまでの各フレ
ームを時間軸とは逆方向に向かって順次拡大させる。また、例えば、画像処理部２４０は
、コンテンツ選択画面への切り換え操作が受け付けられた際に、コンテンツ再生画面に表
示の動画コンテンツを構成する各フレームのうち、サムネイル画像に対応するフレームか
ら現フレームまでの各フレームを順次縮小させる。
【０１１０】
　［サムネイル画像および動画コンテンツの関係例］
　図２４は、本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されてい
る動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像
との関係を模式的に示す図である。なお、本発明の第２の実施の形態では、コンテンツ記
憶部１４１に記憶されているコンテンツとして動画コンテンツを例にして説明する。
【０１１１】
　図２４（ａ）には、コンテンツ記憶部１４１に記憶されているコンテンツ（動画コンテ
ンツ（＃１乃至＃１６等））と、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサム
ネイル画像（＃１乃至＃１６等）との関係を模式的に示す。図２４（ａ）では、コンテン
ツ記憶部１４１に記憶されているコンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶
されているサムネイル画像との対応関係を矢印で結んで示す。
【０１１２】
　図２４（ｂ）には、コンテンツ記憶部１４１に記憶されている動画コンテンツ（＃１１
）を構成する各フレームを時系列で模式的に示す。ここで、フレーム６０１は、動画コン
テンツ（＃１１）を構成する各フレームのうちの先頭フレームであるものとし、フレーム
６０２乃至６１０は、フレーム６０１から連続するフレームであるものとする。本発明の
第１の実施の形態では、コンテンツを静止画コンテンツとし、サムネイル画像に含まれる
被写体と、静止画コンテンツに含まれる被写体とが略同一である場合における表示例を示
した。しかしながら、コンテンツが動画コンテンツである場合には、図２４（ｂ）に示す
ように、複数のフレームにより構成されているため、サムネイル画像に含まれる被写体と
、静止画コンテンツに含まれる被写体とが大きく異なる場合も想定される。これらの被写
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体の具体例については、図２５に示す。
【０１１３】
　図２５は、本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されてい
る動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像
との一例を模式的に示す図である。図２５（ａ）には、図２４（ｂ）に示す動画コンテン
ツ（＃１１）を構成するフレーム６０１乃至６１０を時系列で示す。また、図２５（ｂ）
には、動画コンテンツ（＃１１）に関連付けてコンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶さ
れているサムネイル画像（＃１１）６２０を示す。なお、図２５に示すフレーム６０１乃
至６１０、サムネイル画像（＃１１）６２０に対応する矩形内には、説明の容易のため、
簡略化した画像のみを示し、連続するフレームの被写体の変化を大きくして示す。
【０１１４】
　ここで、例えば、ユーザ操作により動画コンテンツ（＃１１）を構成するフレーム６０
１から６０９までの再生が行われたものとする。例えば、ユーザ操作により動画コンテン
ツ（＃１１）を再生する指示操作が行われた後に、フレーム６０９の位置で再生停止の指
示操作が行われたものとする。このように動画コンテンツの再生中に再生停止の指示操作
が行われた場合には、その再生停止の指示操作が行われたフレームの位置が、コンテンツ
管理情報記憶部１４２におけるコンテンツ管理情報にレジューム情報として記録される。
図２５（ａ）に示す例では、フレーム６０９の位置（レジューム位置６３０）が、コンテ
ンツ管理情報記憶部１４２における動画コンテンツ（＃１１）６００のコンテンツ管理情
報にレジューム情報として記録される。このように、コンテンツ管理情報にレジューム情
報が記録されている動画コンテンツの再生を指示する指示操作が行われた場合には、その
レジューム位置に対応するフレームから再生が開始される。例えば、コンテンツ管理情報
にレジューム位置６３０が記録されている動画コンテンツ（＃１１）６００の再生を指示
する指示操作が行われた場合には、レジューム位置６３０に対応するフレーム６０９から
再生が開始される。
【０１１５】
　ここで、フレーム６０９と、サムネイル画像（＃１１）６２０とを比較した場合には、
両者に含まれる被写体が全く異なり、これらの同一性を認識することは困難であることが
想定される。例えば、フレーム６０９の表示中に再生停止の指示操作が行われた場合にお
いて、フレーム６０９をサムネイル画像（＃１１）６２０の配置位置まで順次縮小させる
アニメーション処理が行われた場合を想定する。この場合には、アニメーション処理によ
り表示されるフレーム６０９と、このアニメーション処理の終了直後に表示されるサムネ
イル画像（＃１１）６２０とが全く異なるため、ユーザが違和感を持つことが想定される
。
【０１１６】
　また、例えば、レジューム機能を用いて、動画コンテンツ（＃１１）６００の再生を指
示する場合を想定する。例えば、動画コンテンツ（＃１１）６００の再生を指示する指示
操作が行われ、レジューム位置６３０に対応するフレーム６０９から再生が開始される場
合を想定する。例えば、サムネイル画像（＃１１）６２０をコンテンツ再生画面の画面全
体まで順次拡大させるアニメーション処理が行われた場合を想定する。この場合には、ア
ニメーション処理により表示されるサムネイル画像（＃１１）６２０と、このアニメーシ
ョン処理の終了直後に表示されるフレーム６０９とが全く異なるため、ユーザが違和感を
持つことが想定される。そこで、これらのような場合でも、ユーザが違和感を持つことな
く、両者の対応関係を容易に把握することが重要である。
【０１１７】
　そこで、本発明の第２の実施の形態では、サムネイル画像と、拡大または縮小の対象と
なる画像との関係を容易に把握することができるように、拡大または縮小の対象となる画
像を順次切り換えて表示する例を示す。
【０１１８】
　［コンテンツ選択画面およびコンテンツ再生画面の表示制御例］
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　図２６は、本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷
移を示す図である。この例では、コンテンツ選択画面６５０で選択操作が行われた場合に
おいて、選択された動画コンテンツの再生をレジューム位置から開始する場合における表
示画面の遷移を示す。なお、この例は、拡大処理の対象となる画像を順次変更する点以外
は、本発明の第１の実施の形態と同様である。このため、本発明の第１の実施の形態と共
通する部分については説明を省略し、異なる点を中心に説明する。なお、図２６（ａ）に
示すサムネイル画像６５１は、図２５（ｂ）に示すサムネイル画像（＃１１）６２０と同
一である。また、サムネイル画像表示領域に表示されているサムネイル画像のうち、サム
ネイル画像６５１以外のサムネイル画像については、簡略化して＃１乃至１０、１２乃至
１６を付して示す。
【０１１９】
　図２６（ａ）に示すように、例えば、コンテンツ選択画面６５０において、サムネイル
画像６５１を選択する選択操作が行われたものとする。この場合には、データ取得部２２
０が、選択されたサムネイル画像６５１に対応する動画コンテンツ（＃１１）６００をコ
ンテンツ記憶部１４１から取得する。また、選択されたサムネイル画像６５１に対応する
コンテンツ管理情報をコンテンツ管理情報記憶部１４２から取得する。続いて、データ取
得部２２０が、取得されたコンテンツ管理情報に含まれるレジューム情報に基づいて、先
頭フレームからレジューム位置のフレームまでの各フレームを抽出し、画像保持部２３０
に保持させる。例えば、図２５（ａ）に示すフレーム６０１乃至６０９が画像保持部２３
０に保持される。なお、レジューム情報に基づいてフレームを抽出する場合には、先頭フ
レームからレジューム位置のフレームまでの全てのフレームを抽出するようにしてもよく
、一部のフレームを抽出するようにしてもよい。例えば、一定間隔毎に抽出することがで
きる。
【０１２０】
　続いて、画像処理部２４０が、画像保持部２３０に保持されたフレームを時系列で取得
し、取得されたフレームを式１乃至式４に従って順次拡大しながら描画する。このように
描画された画像を表示制御部２５０が表示部１８１に順次表示させる。例えば、図２６（
ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式１乃至式４に従って順次拡大された画像６５２乃至６５
５がコンテンツ選択画面６５０に上書き合成されて表示される。なお、画像６５２乃至６
５５は、図２５（ａ）に示すフレーム６０３、６０５、６０７、６０９が拡大された画像
である。また、この例では、説明の容易のため、フレーム６０１乃至６０９のうち、一部
のフレームを拡大表示する場合を示すが、フレーム６０１乃至６０９の全部のフレームを
用いて拡大表示するようにしてもよい。続いて、図２６（ｅ）に示すように、式１乃至式
４に従って拡大された画像が、コンテンツ再生画面と同じ大きさになった場合には画像の
拡大処理を終了する。ここで、例えば、拡大処理により最後に表示される画像は、レジュ
ーム位置に対応するフレーム（例えば、フレーム６０９）とすることが好ましい。
【０１２１】
　図２６（ｆ）には、サムネイル画像６５１に対応する動画コンテンツ（＃１１）６００
を表示するコンテンツ再生画面６６０を示す。ここで、コンテンツ再生画面６６０には、
再生対象となる動画コンテンツを構成する各フレームが順次表示されるとともに、この各
フレーム上には、操作ボタン６６１乃至６６５が設けられる。操作ボタン６６１乃至６６
４は、再生対象となる動画コンテンツの早送り操作、巻き戻し操作、停止操作等を行うボ
タンである。操作ボタン６６５は、動画コンテンツの再生を終了して、コンテンツ選択画
面に戻る際に押下されるボタンである。図２７では、コンテンツ再生画面６６０において
、操作ボタン６６５が押下された場合における表示例を示す。
【０１２２】
　図２７は、本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷
移を示す図である。この例では、コンテンツ再生画面６６０において操作ボタン６６５が
押下された場合における表示画面の遷移を示す。なお、この例は、縮小処理の対象となる
画像を順次変更する点以外は、本発明の第１の実施の形態と同様である。このため、本発
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明の第１の実施の形態と共通する部分については説明を省略し、異なる点を中心に説明す
る。なお、図２７（ｆ）に示すサムネイル画像６７５は、図２５（ｂ）に示すサムネイル
画像（＃１１）６２０と同一である。また、サムネイル画像表示領域に表示されているサ
ムネイル画像のうち、サムネイル画像６７５以外のサムネイル画像については、簡略化し
て＃１乃至１０、１２乃至１６を付して示す。
【０１２３】
　図２７（ａ）に示すように、例えば、コンテンツ再生画面６６０において操作ボタン６
６５の押下操作が行われたものとする。この場合には、データ取得部２２０が、この押下
操作の際に表示されていた動画コンテンツ（＃１１）６００について、先頭フレームから
その押下操作の際に表示されていたフレームまでの各フレームを抽出し、画像保持部２３
０に保持させる。例えば、図２５（ａ）に示すフレーム６０１乃至６０９が画像保持部２
３０に保持される。このようにフレームを抽出する場合には、先頭フレームから、その押
下操作の際に表示されていたフレームまでの全てのフレームを抽出するようにしてもよく
、一部のフレームを抽出するようにしてもよい。例えば、一定間隔毎に抽出することがで
きる。
【０１２４】
　続いて、画像処理部２４０が、画像保持部２３０に保持されたフレームを、現在のフレ
ームから先頭フレームに向かって取得し、取得されたフレームを式５乃至式８に従って順
次縮小しながら描画する。このように描画された画像を表示制御部２５０が表示部１８１
に順次表示させる。例えば、図２７（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、式５乃至式８に従っ
て順次縮小された画像６７１乃至６７４がコンテンツ選択画面に上書き合成されて表示さ
れる。なお、画像６７１乃至６７４は、図２５（ａ）に示すフレーム６０９、６０７、６
０５、６０３が縮小された画像である。また、この例では、説明の容易のため、フレーム
６０１乃至６０９のうち、一部のフレームを縮小表示する場合を示すが、フレーム６０１
乃至６０９の全部のフレームを用いて縮小表示するようにしてもよい。続いて、式５乃至
式８に従って縮小された画像が、コンテンツ選択画面におけるサムネイル画像と同じ大き
さになった場合には画像の縮小処理を終了する。ここで、例えば、縮小処理により最後に
表示される画像は、コンテンツ管理情報に含まれるサムネイル画像に対応するフレーム（
例えば、フレーム６０１）とすることが好ましい。
【０１２５】
　図２７（ｆ）には、図２６（ａ）に示すコンテンツ選択画面６５０と同一のコンテンツ
選択画面６５０を示す。図２７（ｆ）に示すように、動画コンテンツ（＃１１）６００を
構成する各フレームの縮小処理が終了した後に、表示制御部２５０が、動画コンテンツ（
＃１１）６００に対応するサムネイル画像６７５を表示させる。
【０１２６】
　なお、図２６および図２７に示す例では、拡大または縮小の対象となる画像の背景にコ
ンテンツ選択画面を表示する例を示すが、拡大または縮小の対象となる画像の背景を黒一
色とする場合についても同様に適用することができる。また、コンテンツ管理情報にレジ
ューム情報が記録されているコンテンツに対応するサムネイル画像には、レジューム情報
が記録されている旨を示す標識（例えば、アイコン）を重畳して表示するようにしてもよ
い。
【０１２７】
　［サムネイル画像および動画コンテンツの関係例］
　図２８は、本発明の第２の実施の形態におけるコンテンツ記憶部１４１に記憶されてい
る動画コンテンツと、コンテンツ管理情報記憶部１４２に記憶されているサムネイル画像
との関係の一例を模式的に示す図である。この例では、動画コンテンツに関連付けて記憶
されているコンテンツ管理情報に含まれるサムネイル画像が先頭フレームではない場合の
例を示す。なお、図２８（ａ）に示すフレーム６０１乃至６１０は、図２５（ａ）に示す
フレーム６０１乃至６１０と同一である。例えば、図２８（ｂ）に示すように、動画コン
テンツ（＃１１）６００に関連付けて記憶されているコンテンツ管理情報に含まれるサム
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ネイル画像（＃１１）６４０は、フレーム６０５に対応する画像であるものとする。
【０１２８】
　［コンテンツ選択画面およびコンテンツ再生画面の表示制御例］
　図２９は、本発明の第２の実施の形態における表示部１８１に表示される表示画面の遷
移を示す図である。この例では、コンテンツ選択画面６８０で選択操作が行われた場合に
おいて、選択された動画コンテンツの再生を先頭フレームから開始する場合における表示
画面の遷移を示す。なお、この例は、拡大処理の対象となるフレームが異なる点以外は、
図２６に示す例と略同様である。このため、図２６に示す例と共通する部分については説
明を省略し、異なる点を中心に説明する。なお、図２９（ａ）に示すサムネイル画像６８
１は、図２８（ｂ）に示すサムネイル画像（＃１１）６４０と同一である。
【０１２９】
　図２９（ａ）に示すように、例えば、コンテンツ選択画面６８０において、サムネイル
画像６８１を選択する選択操作が行われたものとする。この場合には、データ取得部２２
０が、選択されたサムネイル画像６８１に対応する動画コンテンツ（＃１１）６００をコ
ンテンツ記憶部１４１から取得する。また、選択されたサムネイル画像６８１に対応する
コンテンツ管理情報をコンテンツ管理情報記憶部１４２から取得する。続いて、データ取
得部２２０が、取得されたコンテンツ管理情報に基づいて、サムネイル画像に対応するフ
レームから先頭フレームまでの各フレームを抽出し、画像保持部２３０に保持させる。例
えば、図２８（ａ）に示すフレーム６０１乃至６０５が画像保持部２３０に保持される。
このようにフレームを抽出する場合には、サムネイル画像に対応するフレームから先頭フ
レームまでの全てのフレームを抽出するようにしてもよく、一部のフレームを抽出するよ
うにしてもよい。例えば、一定間隔毎に抽出することができる。
【０１３０】
　続いて、画像処理部２４０が、画像保持部２３０に保持されたフレームを、サムネイル
画像に対応するフレームから先頭フレームに向かって取得し、取得されたフレームを式１
乃至式４に従って順次拡大しながら描画する。このように描画された画像を表示制御部２
５０が表示部１８１に順次表示させる。例えば、図２９（ｂ）乃至（ｅ）に示すように、
式１乃至式４に従って順次拡大された画像６８２乃至６８５がコンテンツ選択画面６８０
に上書き合成されて表示される。なお、画像６８２乃至６８５は、図２８（ａ）に示すフ
レーム６０４乃至６０１が拡大された画像である。続いて、図２９（ｅ）に示すように、
式１乃至式４に従って拡大された画像が、コンテンツ再生画面と同じ大きさになった場合
には画像の拡大処理を終了する。ここで、例えば、拡大処理により最後に表示される画像
は、先頭フレーム（例えば、フレーム６０１）とすることが好ましい。
【０１３１】
　図２９（ｆ）には、サムネイル画像６８１に対応する動画コンテンツ（＃１１）６００
を表示するコンテンツ再生画面６９０を示す。ここで、コンテンツ再生画面６９０には、
再生対象となる動画コンテンツを構成する各フレームが順次表示されるとともに、この各
フレーム上には、操作ボタン６６１乃至６６５が設けられる。
【０１３２】
　このように、例えば、コンテンツ選択画面に表示されるサムネイル画像として、動画コ
ンテンツを構成する先頭フレーム以外のフレームが用いられることが想定される。例えば
、ユーザによる選択または特徴的なフレームの自動抽出により先頭フレームでないフレー
ムが用いられる場合がある。このような場合でも、ユーザにより選択されたサムネイル画
像と、再生される動画コンテンツとの対応関係を容易に把握することができる。
【０１３３】
　［撮像装置の動作例］
　次に、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照し
て説明する。なお、図３０乃至図３２に示す例は、図２１乃至図２３の変形例である。こ
のため、以下では、図２１乃至図２３と異なる処理手順についてのみ説明し、共通する部
分についての説明を省略する。
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【０１３４】
　図３０は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理を示すフローチャートである。このコ
ンテンツ再生アニメーション処理は、図２１および図２２に示すステップＳ９１０の処理
手順の変形例であり、再生の開始時にはレジューム位置から再生を開始する例である。
【０１３５】
　最初に、データ取得部２２０が、コンテンツ選択画面において選択されたサムネイル画
像に対応する動画コンテンツを取得する。そして、データ取得部２２０が、取得された動
画コンテンツを構成するフレームのうち、先頭フレームからレジューム位置のフレームま
での各フレームを抽出し、画像保持部２３０に保持させる（ステップＳ９３１）。
【０１３６】
　続いて、パラメータａが０に初期化される（ステップＳ９３２）。続いて、画像処理部
２４０が、画像の描画処理に用いられる座標および大きさを算出する（ステップＳ９３３
）。ここで、座標および大きさは、式１乃至式４を用いて算出される。
【０１３７】
　続いて、画像処理部２４０が、拡大処理の対象となるフレームを画像保持部２３０から
取得し、算出された座標および大きさに基づいて、取得されたフレームに対応する画像を
描画する（ステップＳ９３４）。続いて、表示制御部２５０が、描画された画像を表示部
１８１に表示させる（ステップＳ９３５）。この場合に、描画されたサムネイル画像の背
景は黒一色とされる。
【０１３８】
　続いて、パラメータａが１以上であるか否かが判断される（ステップＳ９３６）。パラ
メータａが１以上でない場合には（ステップＳ９３６）、パラメータａが変更され（ステ
ップＳ９３７）、拡大処理の対象となるフレームが変更される（ステップＳ９３８）。な
お、拡大処理の対象となるフレームの変更は、時間軸に沿って変更される。また、このフ
レームの変更は、拡大処理毎に変更するようにしてもよく、一定間隔で変更するようにし
てもよい。パラメータａが１以上である場合には（ステップＳ９３６）、コンテンツ再生
アニメーション処理の動作を終了する。
【０１３９】
　図３１は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順のうちのコンテンツ再生終了アニメーション処理を示すフローチャートである。こ
のコンテンツ再生終了アニメーション処理は、図２１および図２３に示すステップＳ９２
０の処理手順の変形例である。
【０１４０】
　最初に、データ取得部２２０が、コンテンツ再生画面において終了が指示された動画コ
ンテンツを構成するフレームのうち、先頭フレームから再生終了時までの各フレームを抽
出し、画像保持部２３０に保持させる（ステップＳ９４１）。
【０１４１】
　続いて、パラメータａが０に初期化される（ステップＳ９４２）。続いて、画像処理部
２４０が、画像の描画処理に用いられる座標および大きさを算出する（ステップＳ９４３
）。ここで、座標および大きさは、式５乃至式８を用いて算出される。
【０１４２】
　続いて、画像処理部２４０が、対象となるフレームを画像保持部２３０から取得し、算
出された座標および大きさに基づいて、取得されたフレームに対応する画像を描画する（
ステップＳ９４４）。続いて、表示制御部２５０が、描画された画像を表示部１８１に表
示させる（ステップＳ９４５）。この場合に、描画されたサムネイル画像の背景は黒一色
とされる。
【０１４３】
　続いて、パラメータａが１以上であるか否かが判断される（ステップＳ９４６）。パラ
メータａが１以上でない場合には（ステップＳ９４６）、パラメータａが変更され（ステ
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ップＳ９４７）、縮小処理の対象となるフレームが変更される（ステップＳ９４８）。な
お、縮小処理の対象となるフレームの変更は、再生終了時のフレームから先頭フレームに
向かって変更される。また、このフレームの変更は、縮小処理毎に変更するようにしても
よく、一定間隔で変更するようにしてもよい。パラメータａが１以上である場合には（ス
テップＳ９４６）、コンテンツ再生終了アニメーション処理の動作を終了する。
【０１４４】
　図３２は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による表示制御処理の処
理手順のうちのコンテンツ再生アニメーション処理を示すフローチャートである。このコ
ンテンツ再生アニメーション処理は、図２１および図２２に示すステップＳ９１０の処理
手順の変形例であり、サムネイル画像が先頭フレームに対応する画像ではない場合におけ
る例である。また、このコンテンツ再生アニメーション処理は、図３０の変形例であり、
図３０に示す処理手順と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１４５】
　最初に、データ取得部２２０が、コンテンツ選択画面において選択されたサムネイル画
像に対応する動画コンテンツを取得する。そして、データ取得部２２０が、取得された動
画コンテンツを構成するフレームのうち、先頭フレームからサムネイル画像に対応するフ
レームまでの各フレームを抽出し、画像保持部２３０に保持させる（ステップＳ９５１）
。
【０１４６】
　また、パラメータａが１以上でない場合には（ステップＳ９３６）、パラメータａが変
更され（ステップＳ９３７）、拡大処理の対象となるフレームが変更される（ステップＳ
９５２）。この拡大処理の対象となるフレームの変更は、サムネイル画像に対応するフレ
ームから先頭フレームに向かって変更される。
【０１４７】
　以上で示したように、本発明の実施の形態では、コンテンツ選択画面からコンテンツ再
生画面への遷移において、表示画面を突然切り換えずに、ユーザにより選択されたサムネ
イル画像をアニメーションにより拡大表示させる。これにより、ユーザにより選択された
サムネイル画像と、再生される画像との対応関係を容易に把握することができる。特に、
タッチパネルを用いてサムネイル画像を選択する場合には、ユーザが意図した画像を正し
く選択することができたか否かを容易に確認することができる。
【０１４８】
　また、コンテンツ再生画面からコンテンツ選択画面への遷移においても、表示画面を突
然切り換えずに、再生中のコンテンツ画像をアニメーションにより縮小表示させる。これ
により、再生中のコンテンツ画像と、これに対応するサムネイル画像との対応関係を容易
に把握することができる。特に、コンテンツの送り戻しやコンテンツの連続再生により、
コンテンツ選択画面において最初にユーザが選択したコンテンツと異なるコンテンツを再
生している状態からコンテンツ選択画面に戻る場合でも、それらの対応関係を容易に把握
することができる。
【０１４９】
　このように、本発明の実施の形態によれば、コンテンツ選択画面とコンテンツ再生画面
との間で行われる表示遷移のＧＵＩ（Graphical User Interface）において、インデック
ス画像とコンテンツとの対応位置を容易に把握することができる。これにより、コンテン
ツを閲覧する際の視認性を向上させることができる。
【０１５０】
　また、動画コンテンツおよび静止画コンテンツ以外の他のコンテンツを再生させる場合
についても本発明の実施の形態を適用することができる。例えば、音声データのコンテン
ツに関する画像（例えば、音楽のジャケット画像）を一覧表示して所望のコンテンツを選
択して音楽を再生させる場合に、本発明の実施の形態を適用することができる。例えば、
音楽の再生中にはそのジャケット画像を表示させ、コンテンツの選択時または再生の停止
時には音楽のジャケット画像を拡大または縮小させることができる。また、メニュー画面
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。例えば、上位階層のメニュー画面において、下位階層のメニュー画面を表示させるため
の項目ボタンが選択された場合には、その下位階層のメニュー画面をアニメーションによ
り拡大表示させることができる。
【０１５１】
　また、携帯電話機、携帯型メディアプレーヤー等のコンテンツを再生させることが可能
な電子機器に本発明の実施の形態を適用することができる。また、コンテンツおよびこれ
に関連するコンテンツ管理情報を他の表示装置に出力し、その表示装置にコンテンツを表
示させることが可能な電子機器に本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１５２】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、上述
のように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有する。ただし、本
発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種
々の変形を施すことができる。
【０１５３】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１５４】
　１００　撮像装置
　１１１　光学ブロック
　１１２　撮像素子
　１１３　カメラ信号処理回路
　１１４　キー入力回路
　１１５　電源回路
　１１６　電源コントロール回路
　１１７　バッテリ
　１１８　ＡＣケーブル
　１２０　マイクロプロセッサ
　１３０　記録／再生信号処理回路
　１４０　記録メディア
　１４１　コンテンツ記憶部
　１４２　コンテンツ管理情報記憶部
　１５０　画像処理回路
　１６０　ＯＳＤ画像生成回路
　１７０　重畳回路
　１８０　入出力パネル
　１８１　表示部
　２１０　操作受付部
　２２０　データ取得部
　２３０　画像保持部
　２４０　画像処理部
　２５０　表示制御部
　２６０　制御部
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